
医療法人 友仁会  

友仁訪問看護ステーション河原町重要事項説明書     

 

 

氏名                  殿 

      

                  事業者 医療法人 友仁会           

 

事業所 友仁訪問看護ステーション河原町   

 

 

１、 当事業所の法人概要 

法人名 医療法人 友仁会 

 所在地 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町８０番地 

 法人種別    医療法人 

  代表者 理事長  西川 真理恵 

 

２、 当事業所の概要 

事業所名 友仁訪問看護ステーション河原町 

所在地 滋賀県彦根市河原 2 丁目 3 番 2 号 

事業所の指定番号   2560290211 

サービス提供地域 

 

彦根市・犬上郡・愛知郡 

上記以外でも訪問可能ですが交通費が必要です 

※厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域を除く 

 

３、 当事業所が提供するサービスについての相談および営業日等 

  電話&FAX ☎ 0749-21-6335 Fax 0749-21-6336 

営業日 月曜日～土曜日 

 営業時間 
平 日  8 時 30 分～16 時 45 分 

土曜日  8 時 30 分～12 時 30 分 

  定休日 日曜日、祝日および１２／３０～１／３日は休み 

24 時間対応体制 年間を通して 24 時間いつでも連絡がとれる体制 

 

訪看-204-230804 



４、 当事業所の職員体制等 

職種 員数 サービス業務 勤務体制 

管理者 1 名 当事業所管理業務 常勤兼務 

看護師 4 名 訪問看護業務 常勤 

    

    

 

 

５、 事業の目的と運営方針 

 

事業目的 

事 

事業の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関す

る事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある方に適正な

サービス提供することを目的とする。 

 

運営方針 

 

 

高齢者をはじめ、障害や難病により居宅において療養されて

いる対象者及び介護者に対して、療養の仕方や看護について

の助言や援助をおこない、必要に応じて看護を提供しながら、

それぞれの家庭での介護力、さらにその技術を高め、居宅での

生活が継続できるようにする。  

 

６、 提供するサービスの内容 

① 症状、障害の観察、健康管理 

② 食事の援助、水分・栄養管理 

③ 排泄の援助（浣腸・摘便・おむつ交換等） 

④ 身体の清潔（清拭・足浴・洗髪等） 

⑤ 褥創の予防及び処置・創傷の処置 

⑥ リハビリテーション 

・ 身体機能の維持向上のための運動指導 

・ 住宅改修、福祉用具導入時の助言・指導 

⑦ 医療的処置・管理 

     在宅酸素療法、人工呼吸器装置、バルンカテーテル 

     経管栄養、気管切開 等 

⑧ 介護相談及び指導 

⑨ 社会資源や介護用品の導入に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

⑩ ターミナルケア（終末期ケア） 

⑪ その他かかりつけの医師（主治医）の指示に基づく事柄 

 

 

 



7、 訪問看護に関する要望や苦情の相談窓口 

 

苦 情 申 立 窓 口         

事業者相談窓口 

 

ご利用時間 

平日 8：30～16：45 

土日 8：30～12：30 

※ 営業日・営業時間以外でもお困りのことが 

あればご相談下さい。 

常設窓口 

事業所職員 

 

責任者 

橋本 逸子 

（管理者） 

○ 彦根市河原 2 丁目 3 番 2 号 

友仁訪問看護ステーション河原町 

 電話 0749－21－6335 

 FAX 0749－21－6336 

各市町役場 

保健担当課 

 

 ○ 彦根市平田町 670 

  高齢福祉推進課 

  電話 0749-23-9660 

○ 犬上郡甲良町在士 57-1 

  甲良町保健福祉課 

  電話 0749-38-5151 

○ 犬上郡多賀町多賀 324 

  多賀町福祉保健課 

  電話 0749-48-8115 

○ 犬上郡豊郷町石畑 375 

  豊郷町医療保険課 

  電話 0749-35-8117 

○愛知郡愛荘町愛知川 72 

  愛荘町長寿社会課 

  電話 0749-42-7694 

滋賀県国民健康保

険団体連合会 

 

 
○ 滋賀県大津市中央４丁目５―９ 

  電話 077-522-2651（代表） 

 苦情申立窓口 

  電話 077-510-6605 

 

 

８、 事故発生時 

 （１）訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族や市町村に連

絡を行うとともに、必要な処置を講じます。 

 （２）利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を

速やかに行います。 

 

 

 

 



利用料金

保険種別など

訪問看護を

利用できる方

利用料金 要介護度

1割 ２割 ３割 1割 ２割 ３割

２０分未満 314 328円 655円 982円 303 316円 632円 948円

３０分未満 471 491円 982円 1473円 451 470円 940円 1,410円

３０～６０分未満 823 858円 1,715円 2,573円 794 828円 1,655円 2,482円

６０～９０分未満 1,128 1,176円 2,351円 3,526円 1,090 1,136円 2,272円 3,408円

長時間訪問（90分以上） 1,428 1,488円 2,976円 4,464円 1,390 1,449円 2,897円 4,345円

理学療法士等(20分×2回） 588 613円 1,226円 1,838円 568 592円 1,184円 1,776円
複数名訪問加算Ⅰ　30分未満 254 265円 530円 794円 254 265円 530円 794円
※同行が看護師　　　　　30分以上 402 419円 838円 1,257円 402 419円 838円 1,257円
複数名訪問加算Ⅱ　30分未満 201 210円 419円 629円 201 210円 419円 629円
※同行が補助者　　　　　30分以上 317 331円 661円 991円 317 331円 661円 991円

定期巡回訪問 2,961 3,086円 6,171円 9,256円

要介護度5の場合（+800単位） 3,761 3,919円 7,838円 11,757円
夜間　（午後６時

　　　　～午後１０時）

深夜　（午後10時

　　　　　～翌朝６時）

早朝　（午前６時

　　　　　～午前８時）
中山間地域加算

初回加算(Ⅰ)(退院日の初回訪問)

初回加算(Ⅱ)(通常の初回訪問)

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算

(定期巡回の場合)

※但し、1単位10.42円となります。

介護保険による訪問看護

介護保険の被保険者で要介護・要支援状態の認定を受けて主治医が訪問看護の必要を認めた方

要介護1～5の方 要支援1～2の方

ｻｰﾋﾞｽに要する時間 単位
自己負担額

単位
自己負担額

1,876円/月

新規に訪問看護

計画書を作成し

初回の訪問看護

を実施した月に

一回算定

938円/月

25％加算

50％加算

25％加算

※厚生労働大臣が定める中山間地域等の利用者様は5％加算になります。

単位 1割 2割 3割

退院退所の時
に月一回算定

退院時共同指導加算 600 626円/月 1,251円/月

1,876円/月

要介護認定者のみ
6 7円/1回 13円/1回 19円/1回

50 53円/1回 105円/1回 157円/1回

２４時間緊急対
応体制を申請さ
れた方のみ算

定

緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 600 626円/月 1,251円/月

7,815円

医療的な器材
を使用。ﾁｭｰﾌﾞ

類の管理が必
要な場合算定

特別管理加算Ⅰ 500 521円/月 1,042円/月 1,563円/月

特別管理加算Ⅱ 250 261円/月 521円/月

その他
保険適用外

交通費（通常の訪問地域以外）　　　 　　　　900円　（訪問回数ごとに加算）
死後の処置料　　　　　　　　　　　　　　　　16,500円　（死後の体のケアを行った場合）
保険外訪問費　　　　　　　　　　　　　　　　　3,300円/1時間　（個人的な用事等の訪問）
イベント等の付添い　　　　　　　　　　　　　 5,000円/１時間　　　50,000円/１日　　　100,000/宿泊
キャンセル料(事前の連絡なしの場合)　　　500円　（事前連絡なく、訪問後にキャンセルになった場合）

保険外にて訪問看護サービスをご利用する場合、所定単位の10割負担となります

350 365円/月 730円/月 1095円/月

300 313円/月 626円/月

782円/月

死亡前14日以

内に2回訪問し
た場合

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算 2,500 2,605円 5,210円

利用中に介護区分が要支援と要介護をまたいだ場合、2か月利用なく再契約の際、再度、算定となります。

 9、 利用料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報 の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切 な取り扱いのためのガイドラ

イン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。  

事業者及び事業所に従事する者（以下「従業者」 という。）は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。  

事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者

との雇用契約時に秘密保持誓約書をもって契約します。 

 

個人情報の利用目的 

【 当サービス提供に関する利用 】 

・当事業所内における利用 

・担当者会議の開催・照会やご利用者様へのサービス提供について他事業所や関係者と

の連携 

・かかりつけ医との連携 

・その他、ご利用者様への福祉・保健・医療に関する利用 

   ・介護保険に関する保険者への照会等 

【 ご家族等へのサービス料金の請求（徴収）やその他の連絡の事務に関する利用 】 

・介護保険・医療保険・公費負担料・他の制度による料金等に関する事務及びその委託 

・審査支払い機関への提出 

・公費負担制度に関する行政機関への提出、照会 

・その他、各保険事務に関する利用 

【 当事業所の管理運営業務に関する利用 】 

・会計 経理 

・事故等の報告 

・当該利用者様のサービス向上 

・サービス利用等の管理 

・その他、当事業所の管理運営業務に関する利用 

【 上記以外の利用 】 

・賠償保険などに係る専門団体、保険会社等への相談又届出等  

・介護サービス・医療や業務の維持・改善のため基礎資料 

・サービスの質の向上を目的とした事例研究への情報提供・外部監査機関への情報提供 

 

11.虐待の防止、人権擁護について 

事業者は利用者等の人権の擁護・虐待ハラスメントの防止等のために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

１）虐待防止に関する担当者及び責任者を選定します。 

２）成年後見制度の利用を支援します。 



３）研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。 

 ４）従業員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、ご利用者等の権利

擁護に取り組める環境整備に努めます。 

 

12．緊急時等における対応方法  

サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたと

きは 速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。主治

医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとします。  

 

13、災害発生時 

１）災害発生時は、災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保したうえで、事業所内の 

災害発生時フロー図を参照に、それぞれに与えられている責務を全うし被害を最小

限に抑えます。また、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があ

り、災害拡大への予防策を講じ必要な訪問を優先的に行う場合があります。 

２）災害発生時フロー図を基に定期的な訓練を実施し、有事の際に迅速に行動できるよ

う努めます。 

 

14、感染症発生時 

１）感染症の原因を早期に突き止め、感染拡大を最小限に押さえられるよう努めます。指

定感染症蔓延時には通常の業務を行えない可能性があり、予防対策を講じて必要な

訪問を優先的に行う場合があります。 

２） また、常日頃より事業所内の感染対策規定を順守し、感染症の発生予防に努めます。 

３）感染症対策に関する委員会を設立し、定期的な研修開催とともに、感染対策の順守を 

評価します。 

 

訪問看護ステーションが一時閉鎖や事業縮小になった場合の体制について 

 

 令和 2年より流行した Covid-19などの感染症や、大規模な災害が起きた際、当法人も事業

の縮小や閉鎖をする可能性があります。その際、連携をとっている湖東圏域内の訪問看護ス

テーションが代わりに訪問することで継続した訪問看護サービスが提供できるようご案内さ

せていただくことがあります。以下について、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

① 医療依存度の高い利用者を優先してサービスを提供します。 

② 代替事業所が訪問する場合、改めて契約などの手続きが必要です。 

③ 訪問回数変更や利用料に変更が生じる場合があります。 

④ 個人情報の利用について、連携事業所が代替訪問することになった場合の情報提供を使用

範囲に追加させて頂きます。 

 

 

15.第三者評価の有無    無し 

 

 



 年  月  日 

 

 

当事業者は、当事業者が行う訪問看護サービスの重要事項について、 

□ 本人      

          □ 本人の代理人   

  

に対して本書面に基づいて説明をしました。 

 

 

                事業者   医療法人 友仁会 

                所在地   滋賀県彦根市河原 2 丁目 3 番 2 号 

                事業所名  友仁訪問看護ステーション河原町 

                 

                     説明者 氏名          

     

 

 

 

 

私は､本書面に基づいて、事業者からサービス内容説明及び重要事項の説明を受け

ました。 

   

    本人 

 

     氏名                  

 

 

  本人の代理人 

      

     氏名                  

                                                


